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令和６年度岐阜県国民保護訓練の実施について 
 

 県では、国民保護法に基づき、県・市町村・関係機関が連携し、武力攻撃事態発生時の

国民保護に関する手順を習熟するため、下記のとおり国民保護訓練を実施します。 

 

記 

１ 日時 

  令和６年８月２０日（火） １３：００～１６：００ 

 

２ 実施方法 

・５圏域において、同一の訓練シナリオ（それぞれ単独事態）により同時並行で実施 

・圏域毎に訓練の中核となる市がそれぞれ対策本部を設置 

・岐阜県国民保護対策本部員会議運営訓練は代表訓練中核市である下呂市と実施 

 

３ 訓練実施場所 

(１)岐阜県 

  岐阜県庁 ５階 危機管理フロア（岐阜市薮田南２－１－１） 

 

(２)訓練中核市町 

大 垣 市：    大垣市役所本庁舎 ４階 情報会議室（大垣市丸の内２－２９） 

多治見市：   多治見市役所本庁舎 ４階 会議室（多治見市日ノ出町２－１５） 

美 濃 市：    美濃市役所本庁舎 ４階 合同委員会室（美濃市１３５０） 

羽 島 市：羽島市役所情報・防災庁舎 ２階 災害対策本部室（羽島市竹鼻町５５） 

下 呂 市：    下呂市役所本庁舎 ３階 ３－１会議室（下呂市森９６０） 

 

４ 訓練の想定 

  Ｘ国から発射された弾道ミサイルが県内に着弾 

 

５ 訓練のスケジュール 

(１)岐阜県 

①岐阜県国民保護対策本部設置・運営訓練 【１３：００～１５：３０】 

②岐阜県国民保護対策本部員会議運営訓練 【１５：３０～１６：００】 

  ※本部員会議運営訓練は下呂市と連携して実施（知事出席） 



 

(２)訓練中核市 

①国民保護対策本部設置・運営訓練 【１３：００～１５：３０】 

 ②国民保護対策本部員会議運営訓練 【１５：３０～１６：００】（下呂市と連携） 

 

６ 主な訓練項目 

(１)事態認定前の初動対処訓練 

  ・情報の収集及び伝達 

  ・県、市町、関係機関との連携 

 

(２)国民保護対策本部の設置訓練 

・国民保護対策本部の設置 

・法定通知等の伝達 

・住民避難に関する対応方針案の作成 

 

(３)国民保護対策本部会議の運営訓練 

・国民保護対策本部員会議の開催 

  ※県はブラインド方式により実施（実際の事案発生時と同様に、事前に詳細なシナリ

オを知らせない方式） 

 

７ 主な参加・協力機関 

  市 町 村：県内全市町村 

（訓練中核市町以外の市町村は、訓練評価者等として参加） 

  自 衛 隊：陸上自衛隊第１０師団、陸上自衛隊第３５普通科連隊、 

航空自衛隊岐阜基地第２補給処、自衛隊岐阜地方協力本部 

  警   察：岐阜県警察 

  事 業 者：濃飛乗合自動車株式会社 

  そ の 他：富山県 

 

８ その他 

 ・訓練当日、大規模災害が発生又は発生するおそれがある場合や、県内の気象状況等に

より、訓練を中止することがあります。 

 ・県庁舎において取材をされる場合は、以下についてご留意願います。 

○円滑な訓練実施のため、別紙のとおり取材エリアを設置しますのでご協力をお願い

します。 

○当日、県政記者クラブ室で広報課より「災害対策用カード」（５階危機管理フロア

入室用ＩＣカード）を配布します。西側エレベーターからお越しの上、受付をして

いただきますようお願いします。なお、訓練の取材が終わった段階でカードを広報

課へ返却してください。 

 ・訓練中核市庁舎において取材をされる場合は、各市の職員の指示に従っていただきま

すようお願いします。 

 ・訓練参加者への訓練実施前、実施中の質問はお控えください。



 

  訓練中核市連絡先 

市町 担当課 担当者 連絡先 

大垣市 危機管理室 山田 0584-47-7385（直通） 

多治見市 企画防災課 松崎 0572-22-1378（直通） 

美濃市 総務課 梅村 0575-33-1122（内線 323） 

羽島市 危機管理課 田崎 058-392-9915（直通） 

下呂市 危機管理課 田口 0576-24-2222（内線 271） 

  ※訓練開始以降のお電話はお控えください。 

  


